
                                    

 

 

神奈川県議会傍聴規則の一部改正について（案） 

 

１ 改正の趣旨 

開かれた議会の取組を推進し、議会の重要な役割についての理解を住民に深め

てもらうことを目的に、全国都道府県議会議長会が定める、標準都道府県議会傍

聴規則（以下「標準規則」という。）について、令和６年10月に改正され、社会

情勢の変化を踏まえた文言の整理統合等が行われた。 

これを受けて、本議会においても、神奈川県議会傍聴規則（以下「規則」とい

う。）の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

 （1）傍聴席への持込禁止物に係る例示等の文言整理（規則第11条） 

   ア 持込禁止物として例示されている物について、社会情勢の変化等を踏ま

え整理統合するとともに、弾力的・適切に対応できよう、包括的な規定を

新設する。 

ただし、本議会において、傍聴席に持ち込み騒ぎ立てる事例があった持込

禁止物については、例示として残すこととする。（新第１～４号） 

   イ 「議事」を「会議」に改める。（新第６号） 

 （2）「傍聴人の守るべき事項」に関する規定の見直し（規則第12条） 

   ア 騒ぎ立てる行為を禁ずる規定について、「静粛にすること」等の規定に

整理統合する。（新第１、２号） 

   イ 携帯電話端末機は、スマートフォン等の携帯端末が広く普及し、メモや検

索等で使用することが一般化していることを踏まえ、他の音を発する物も含

め、音を発しないようにした上で傍聴席での使用を認めることとする。    

（新第３号） 

   ウ 帽子、コート、マフラーの類の着用について、社会情勢の変化等を踏まえ

削除する。（旧第３号） 

   エ 「議事」を「会議」に改める。 

また、「みだりに席を離れないこと」（旧第６号）及び「不体裁な行為又

は他人の迷惑となるような行為をしないこと」（旧第７号）の規定を、「そ

の他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと」に

整理統合する。（新第５号） 

  

３ 施行期日 

令和７年４月１日から施行する。 

 

 ４ その他 

   規則改正に併せ、「神奈川県議会委員会傍聴規程」等についても、同様に改正

を行う。 

 

資料３ 



新旧対照表(案) 

○神奈川県議会傍聴規則 

新 旧 

（傍聴席に入場することができない者） （傍聴席に入場することができない者） 

第11条 次の者は、傍聴席に入場することができない。 

⑴ （略） 

⑵ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、

幕、たすきその他の議場に現在する者に対して威勢

を示すために使用されるおそれがあると認められ

る物を携帯し、又は着用している者 

（削除） 

 

 

⑶  双眼鏡の類を携帯している者 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

⑷  前３号に規定する物のほか、会議を妨害し、又は

他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれがあると認め

られる物を携帯している者 

⑸ 酒気を帯びていると認められる者 

⑹ その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすお

それがあると明らかに認められる者 

 

第11条 次の者は、傍聴席に入場することができない。 

⑴ （略） 

⑵ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、

垂れ幕、かさの類を携帯している者 

 

 

⑶ はち巻、腕章（議長が交付したものを除く。）、

たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は

携帯している者 

⑷ ラジオ、拡声器、無線機（携帯電話機を除く。）、

防犯ブザー、パーソナルコンピュータ、タブレット

型端末（傍聴のために貸与されたものを除く。）、

録音機、ビデオカメラ、写真機、双眼鏡の類を携帯

している者。ただし、第13条の規定により撮影し、

又は録音等をすることにつき議長の許可を得た者

を除く。 

⑸ 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯してい

る者 

（新規） 

 

 

⑹ 酒気を帯びていると認められる者 

⑺  その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすお

それがあると明らかに認められる者 

（傍聴人の守るべき事項） （傍聴人の守るべき事項） 

第12条 傍聴人は、傍聴席においては次の事項を守らな

ければならない。 

⑴ 静粛にすること。 

 

⑵ 議場における言論に対して拍手その他の方法に

より公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に

対して威勢を示さないこと。 

（削除） 

 

 

  ⑶ 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発し

ないようにすること。 

⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。 

 （削除） 

 （削除） 

 

⑸ その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となる

ような行為をしないこと。 

第12条 傍聴人は、傍聴席においては次の事項を守らな

ければならない。 

  ⑴ 議場における言論に対して可否を表明し、又は拍

手をしないこと。 

  ⑵ 談話し、歌を歌い、大声で笑いその他騒ぎ立てな

いこと。 

 

⑶ 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。

ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この

限りでない。 

  ⑷ 携帯電話機については、使用できないよう電源を

切ること。 

⑸ 飲食又は喫煙をしないこと。 

⑹ みだりに席を離れないこと。 

  ⑺ 不体裁な行為又は他人の迷惑となるような行為

をしないこと。 

⑻ その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる

ような行為をしないこと。 
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